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１．はじめに 

  リスクコミュニケーション専門調査会では、平成１５年９月１７日に第１回の

会合を開いて以来、食品安全委員会の求めに応じて、食品の安全性確保のための

リスクコミュニケーションについて調査審議を行ってきた。 

  これまでに、平成１６年７月に食品安全委員会が決定した「食の安全に関する

リスクコミュニケーションの現状と課題」（以下「現状と課題」という。）のとり

まとめのための調査審議を行い、その後、平成１６年８月からは、今後の取組方

向として整理された諸点を踏まえて、効果的なリスクコミュニケーションの推進

を図るための手法の開発等について、意見を取りまとめるための調査審議を進め

てきた。さらに、平成１７年８月からは、食育基本法制定を契機に食品安全委員

会としてどのように食育に貢献していくかについての調査審議を追加して行って

きている。 

この中で、リスクコミュニケーションの推進を図るための手法の開発等につい

ては、会合の都度、国が実施したリスクコミュニケーションについて報告を受け

ながら、専門調査会内外の１５人の有識者による発表をもとに検討を続けてきた。 

本文書は、これらの発表等をもとに、現在、国によって実施されているリスク

コミュニケーションについて、現時点で取組可能と考えられる改善の方向につい

てとりまとめたものであり、今後、国が食の安全に関するリスクコミュニケーシ

ョンに取り組んでいく際の参考とすべきものであると考えている。 

 

 

２．「現状と課題」以降の取組状況 

 「現状と課題」においては、リスクコミュニケーション専門調査会の今後の取

組みと活動の方向として以下の諸課題が掲げられている。これらについての取組

状況（平成１７年度）は以下のとおり。 

 

(1) 食品安全委員会、関係行政機関が行うリスクコミュニケーションへの助言 

    リスクコミュニケーション専門調査会会合を１０回開催し、毎回、各府省

よりリスクコミュニケーションの実施状況等につき報告を受け、後述の議論

のほか、適宜、助言を行った。 

特に、意見交換会については、意見交換の時間が限られているので、主催者

側からの情報提供の後、関係者によるパネルディスカッションを可能な限り

実施して、課題の整理、問題点の抽出を行うことが効果的である等の助言を

行った。 

 

(2) 種々の意見交換会等へのリスクコミュニケーション専門調査会メンバーの

積極的参加 

  

    平成１７年度においては、３府省が連携して開催した６３回の意見交換会
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に、延べ２１人の専門委員（うち、リスクコミュニケーション専門調査会６

人）がパネリスト等として出席したほか、延べ１６人の専門委員（うち、リ

スクコミュニケーション専門調査会６人）が会場参加者として出席した。 

 

(3) 行政、食品関連事業者、消費者、メディア、教育関係者などの関係者等と

随時、直接、意見交換を実施 

    リスクコミュニケーション専門調査会会合にマスコミ関係者、農業生産者

等を招いて、現在のリスクコミュニケーションの改善を要する点、科学的知

見をいかに一般に分かりやすく伝えるかなどの方法等について考えを聞き、

討論を行った。 

 

(4) 関係する専門調査会等と連携して、関係者の間で意見の違いが大きい案件 

（農薬、添加物、遺伝子組換え食品など、安全性について関係者の認知ギャッ 

プの大きい分野を含む）、関係者の間で理解が不足している案件等についての

リスクコミュニケーションを計画的に実施 

毎年、年度当初のリスクコミュニケーション専門調査会会合（平成１７年

度の場合は４月２７日開催の第１４回会合）において、各府省より、それぞ

れのリスクコミュニケーションの年度計画又は実施方針の報告を受けてい

る。しかしながら、平成１７年度は、各府省とも米国・カナダ産牛肉のリス

ク評価・管理に関する意見交換会を全国各地で開催することとなり、当初の

計画又は実施方針どおりには進捗していない。 

  

(5) 迅速かつ効果的なコミュニケーションを行うためのシステムの開発 

これまで実施されたリスクコミュニケーションの結果（意見交換会の企画、

実施内容、参加者の状況、議論の内容、委員長談話、ホームページの内容等）、

調査事業の結果などを考察しながら、検討を行った。システムとして立案す

るまでには至っていないが、前段階として、全体のシステム開発にあたって

必要な視点、要素を掲げ、リスクコミュニケーションの手段毎にまとめる作

業を実施中である。（詳細は５章） 

 

(6) いわゆる「風評被害」の原因究明と防止の方法の開発 

    いわゆる「風評被害」については、「何をもって「風評被害」とするか」

を明確にすることが難しいが、日頃のリスクコミュニケーションが十分行わ

れていれば、いわゆる「風評被害」による社会的ダメージは軽減できるので

はないかとの指摘が多いことから、食品安全委員会では、民間調査機関に委

託して、平成１５年１２月から平成１６年２月にかけて、我が国で８９年ぶ

りに発生した鳥インフルエンザの事例を用いて、いわゆる「風評被害」の予  

備的な経済評価等を行った。 

    これによると、小売価格統計調査結果及び家計調査結果（総務省）を用い

た分析結果では、地域間により社会的影響に差があった。また、新聞記事を
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収集し分析した結果、メディアの報道が消費に影響を与えていることが示唆

された。 

また、平成１７年度より、食品健康影響評価技術研究において、「食品災

禍時のリスクコミュニケーションの実態調査（風評被害を含む）及び災禍の

性格分類を行っている。 

 

(7) 国際的なリスクコミュニケーションの推進 

食品安全委員会では、平成１７年度に、４名の外国人専門家を招聘し、３

回の意見交換会を行った。また、後述のように、民間調査機関に委託して、

欧州における消費者団体の食品安全行政への参画状況を調査し、また、オラ

ンダ及びカナダのリスクコミュニケーション担当官を招聘し、各国での経験

等について意見交換を行った。 

 

 

３．平成１５年７月以降の国によるリスクコミュニケーションの実施状況 

食品の安全性に関するリスクコミュニケーションについて、その手段ごとの取 

組状況は以下のとおりである。 

 

(1) 各種の会合、資料の公開 

   食品安全委員会の会合は、知的所有権やプライバシーに関わることで、委

員長、座長が必要と認めた場合を除き、委員会、専門調査会とも資料ととも

に原則として公開で開催されている。 

   会合の議事録は、会合開催後、概ね２～３週間で委員会のホームページに

掲載されている。 

   厚生労働省では、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会及び部会を公開で

開催し、資料及び議事録をホームページで公開している。 

 

(2) 意見交換会の開催 

   食品安全基本法施行後に、食品安全委員会、厚生労働省及び農林水産省が

連携して開催した意見交換会は、平成１８年５月末までに全国各地で２４０

回（うち東京での開催は５６回）を数える。 

これらの意見交換会への参加者は、各回当たり数十名から数百名であり、そ

の合計は延べ約４万名となっている。 

   意見交換会のテーマ別に見ると、関係者の関心の深い食品健康影響評価や

リスク管理措置に対応して、牛海綿状脳症（BSE）関係が１２３回、農薬・ポ

ジティブリスト関係が３２回、魚食・メチル水銀関係が１０回、遺伝子組換

え食品関係が３回等となっている。 

食品安全委員会の実施した参加者アンケート等から参加者の構成を関係者

別に見ると、消費者２５％、食品関連事業者２５％、行政関係者３２％、そ

の他（研究、マスコミなど）１８％となっている。また、年代別の構成を同
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様に見てみると、３０歳未満６％、３０代１６％、４０代３０％、５０代３

０％、６０代以上１８％となっている。男女別に見てみると、男性６８％、

女性３２％となっている。 

また、BSE 関係の意見交換会におけるアンケート回答者を参加回数別に見

てみると、初めて参加したとする人は２４％、複数回参加しているとする人

が７６％と増える傾向にある。 

   意見交換会の開催の周知については、主催者側からは、各府省のプレスリ

リース、ホームページ、メールマガジン（農林水産省）、各府省から関係自治

体、団体等への通知などがされている。参加者のアンケート結果等をみると、

所属する会社、団体からの知らせによって開催を知ったとするものが多い状

況となっている。 

   周知期間については、最短で開催日の６日前から、最長で５５日前にプレ

スリリースされている。平均すると、開催日の２０日程度前から周知されて

いる状況である。食品健康影響評価案の意見・情報の募集期間に合わせて実

施するもの、米国産牛肉のリスク管理措置関係など全国各地で開催するもの

などは、専門調査会等における調査審議や会場設定などの事情等から周知期

間が短くなる傾向がある。 

   意見交換会の形式については、専門家、行政からの説明の後に会場参加者

と意見交換を行うもの、パネルディスカッションを行うもの、ラウンドテー

ブル式に議論を行うものなど様々となっている。 

   意見交換会への参加者は、最小で４２人、最大で８３４人となっている。 

 

(3) 意見・情報の募集 

これまで、食品安全委員会が実施した食品健康影響評価案や評価のための

ガイドラインなどに関する意見・情報の募集は１３３件、厚生労働省、農林

水産省及び環境省のリスク管理措置に関するものについては、厚生労働省で

平成１７年度において２３件、農林水産省では１５４件、環境省において平

成１６年度に１件、意見・情報の募集が行われている。これらの意見・情報

の募集は、電子メール、ファクス、郵便を通じて行われている。 

   食品安全委員会においては、寄せられた意見・情報を担当の専門調査会に

回付し、意見・情報の数が少ない場合は、その全てに対して個別に専門調査

会の考え方を記した資料を作成している。意見・情報の数が多い場合は、同

趣旨のものについてはひとまとめにした上で、専門調査会の考え方を記した

資料を作成している。これらの資料は最終的に委員会で議論され、最終的な

食品健康影響評価等が決定されている。厚生労働省、農林水産省においては

寄せられた意見・情報に対して考え方を示し、意見・情報を考慮した上で規

格基準の設定等リスク管理措置の策定にあたっている。 

 

(4) 関係者との情報・意見の交換（国、地方公共団体、食品関連事業者、消費

者、メディア、学会等） 
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   食品安全委員会においては、これまで、消費者、地方公共団体、食品関連

事業者、メディア等の関係者と委員との懇談会を随時開催しているとともに、

地方自治体との連絡会議や地方又は関係団体との共催による意見交換会の開

催、地方公共団体等への講師派遣を行っている。 

   厚生労働省では、食中毒事件の対応や、制度の導入、その他食品衛生行政

の推進において常に都道府県、政令市との連絡や情報交換を行っている。ま

た、全国各地での意見交換会の際には、開催地自治体との共催や地元の消費

者団体、食品関連事業者等との連携により意見、情報の交換を図っている。    

農林水産省では、「大臣と消費者との懇談会」、地域におけるシンポジウム、

意見交換会の主催やパネラー、講師の派遣を行っている。 

 

(5) ホームページ、電子メール、印刷物等による情報発信 

各府省とも、食品健康影響評価、リスク管理措置に関する意見・情報の募

集、各種会合の開催、その他食品の安全性確保に関する情報の発信に当たっ

ては、それぞれのホームページにほぼ網羅的な情報を毎日更新するなど即時

性を重視した運営がなされている。また、各府省間の項目のリンクも進んで

きている。しかしながら、「利用者が得たい情報になかなかアクセスできない」、

「資料のわかりやすい解説が欲しい」、「Q&A を充実してほしい」等の要望は、

依然として後を絶たない。さらに、食品健康影響評価の概要等については、

海外の評価機関等を中心に外国語、特に英語での情報提供を望む声がある。 

   農林水産省では、メールマガジン「食品安全エクスプレス」（平成１８年６

月１５日現在の登録者数：１万５，２５５人）において、農林水産省及び関

係府省、機関による報道発表資料、意見・情報の募集、委員会、審議会、意

見交換会等の会合開催等の情報を毎日発信している。食品安全委員会では、

平成１８年６月２日より、食品安全委員会、専門調査会、意見交換会の議論

の結果概要を中心としたメールマガジン「食品安全委員会メールマガジン（通

称：「食品安全委員会ｅ－マガジン」）」を発刊した。週１回発信しており、６

月１２日時点での登録者数は２，１５５人である。 

   印刷物については、各府省とも、随時パンフレット等を作成し、地方公共

団体、消費者団体、事業関係者に配布しているが、作成部数は限られている

状況である。また、子供向け、高齢者向け、外国人向け等の対象者別の資料

作成の要望がある状況である。 

   食品安全委員会が行った食品健康影響評価の結果を視聴覚にも訴えること

により、一般の方々にもわかりやすく伝えるために、DVD『気になるメチル水

銀－妊娠中の魚の食べ方－』を作成した（平成１７年度食品安全確保総合調

査事業）。本 DVD は、病院、保健所、などハイリスクグループとされる人々が

アクセスしやすい機関や、一般国民の希望者に配付した（２０００部）。 

 

(6) 電話、ファクス、電子メール等による問い合わせへの対応 

食品安全委員会では、事務局に「食の安全ダイアル」を設置し、平日の１ 
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０時から１７時まで専任の相談員を配置して電話、ファクス、電子メール等

による種々の問い合わせに対応している。食品健康影響評価に関するものの

みでなく、広く食の安全一般に関する問い合わせが寄せられている状況であ

る。これらの問い合わせのうち、リスク管理に関するものについては、厚生

労働省、農林水産省等に問い合わせの上対応し、概要については、随時、食

品安全委員会、リスクコミュニケーション専門調査会に報告されている。最

近の問い合わせ件数は約７０件/月となっている。また、「食の安全ダイヤル」

に寄せられた問い合わせ等は項目毎に Q&A の形にまとめて食品安全委員会の

ホームページに掲載されている。 

 

(7) 食品安全モニター 

 食品安全委員会では、食品の安全性に関し一定の知識を有する全国 470 名

の食品安全モニターからの報告や同モニターを対象としたアンケート調査な

どを実施している。モニターからの報告、アンケート調査結果については、

食品安全委員会及びリスクコミュニケーション調査会に報告されている。ま

た、年 1回、地域ブロックごとに食品安全モニター会議を開催し、情報･意見

の交換を行っている。 

 

(8) 調査及び研究 

 食品安全委員会では、平成１５年度より民間調査機関の請負により、諸外

国における食の安全に関するリスクコミュニケーションの状況把握、いわゆ

る「風評被害」の分析、意見交換会等のリスクコミュニケーションの評価方

法の開発、インターネットによる意識調査等を実施している。 

また、平成１７年度より、「食品健康影響評価技術研究」の一環として、リ

スクコミュニケーション分野の研究を公募により行っているところである。 

 

(9) 諸外国との連携 

食品安全委員会では、民間調査機関に委託して、オランダ及びカナダの食

品関係のリスク評価機関のリスクコミュニケーション担当官を招聘し、ワー

クショップを開催している。詳細については、調査事業結果の項参照のこと。

また、国際機関や各国の食品安全関係行政機関と連携して、海外の食品安全

関係の情報を入手の上、委員会のホームページ上に食品安全総合情報システ

ムとして公表し、関係者の利用に供している。 

 

(10) 食育 

平成１７年７月に施行された食育基本法に基づいて、平成１８年３月に策

定された食育推進基本計画においては、食品の安全性の確保に関する情報提

供についても食育推進の重要な柱の一つと位置づけており、リスクコミュニ

ケーションを充実させ、国民の食品の安全性に関する基礎的な知識が豊かに

なる一助とすることとしている。 
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このため、食品安全委員会、厚生労働省及び農林水産省では、まず、この

ための意見交換会を開催するなど、リスクコミュニケーションを通じていか

に食育の推進に貢献していくかについて、着実に検討していくこととしてい

る。 

 

 

４． リスクコミュニケーション専門調査会における議論 

(1) 各専門委員等の発表と議論の概要  

     リスクコミュニケーション専門調査会においては、食品安全委員会から調 

査審議を求められた事項に対応し、現在、国が実施している食の安全に関す

るリスクコミュニケーションに必要な改善を施していくために、第 15 回会

合(平成 17 年 7 月 4 日)から第 24 回会合（平成 18 年 4 月 25 日）までの間、

専門調査会内外の 15 人の有識者から、リスクコミュニケーションに必要な

点等について発表、指摘を得た。個々の発表及び質疑の概要は表１のとおり

である。この間の議論を、①情報の発信・伝達・共有が適切になされている

か、②意見・情報の交換の双方向性が確保されているか、③リスクコミュニ

ケーションの手段は効率的かの視点から概観してみると、一般的に現状は以

下のとおりと考えられる。 

 

① 情報の発信、伝達、共有 

 

ア 国からの情報発信 

関係者の立場や考え方が異なる中で、国が、科学的知見やそれに基づく

リスク評価、種々の社会的経済的観点を勘案したリスク管理措置の考え方な

どを、まず、正確に、わかりやすく、即時に、そして誰でもアクセス可能な

形で情報発信することが重要であることが改めて認識された。ところが、こ

れを達成するための体制や方法論については、例えば、リスク認知に必要な

量や確率の問題を扱う場合の正確、かつ、わかりやすい表現の仕方が難しい

など、現在のところ、未だ方法論として確立から程遠いところにあることが

示された。今後、子供や高齢者、専門家など対象者別の情報提供を行ったり、

前提となる科学的知見、情報を随時、丁寧に紹介、説明することの必要性が

指摘された。特に、消費者に何か押し付けたりすることではなく、選択する

力、判断する力をつけていくための情報提供が必要であること、リスク評価

者とリスク管理者との間や消費者と食品関連事業者間など関係者間の情報･

意見の交換の場を設けたり、また、情報発信する際の送り手などの人材を養

成していくことが必要であることが示唆された。また、外国語による資料提

供など、海外への情報発信の面で不十分な点が多いことも指摘された。 

 

イ 情報の伝達 

情報の伝え手であるメディアについては、インターネットなどの発達とと
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もに、メディアが多様化する中で、今後、伝えられる情報の内容、信頼性に

ついて、検討していかなければならなくなっていることが指摘された。 

現在のところ、消費者のほとんどは、情報の内容について相当程度の組織内

チェックがはたらくマスメディアから、食の安全に関する情報を得ている。

しかし、その一方で、食の安全に関する報道の中には、取材の時点と実際の

報道振りとでは、見出しや発言の内容の意味合いが変わってしまっているこ

とがあるとの指摘もされた。このため、発信された情報がどのように報道さ

れ、消費者をはじめとする関係者にどのように受け止められ、行動に影響を

及ぼしているか等の調査をすべきとの指摘があった。 

 

ウ  情報の受信、リスクの認知、回避の行動等 

食の安全に関する情報を受信する際には、食べ物や栄養が健康、病気に

与える影響を過大に評価し、信じてしまうフードファディズムの問題があ

り、これを打破していくためには、特定の視点のみからの情報提供を行う

ことを避け、関係者のメディアリテラシーを向上させていく必要があるこ

とが指摘された。その一方で、わが国の消費者の間に根強く存在している

食品、食品行政に対する漠然とした不安、不信を解消していくためには、

明快な裏づけに基づく丁寧な説明が必要であるとの指摘がされた。また、

食の安全に関する情報の受発信を円滑に進めていくためには、国、地方公

共団体、食品関連事業者、消費者、専門家、メディアなど関係者間のネッ

トワークを構築していくこと、関係者自らの情報の受発信のスキルアップ

が必要であること等の指摘がされた。 

 

② 意見･情報の交換の双方向性 

     食品安全基本法の施行以来、国による食の安全に関する情報提供は、質、

量とも格段の進歩があり、意見・情報の双方向の交換の取り組みも行われる

ようになったが、双方向性が十分確保されているかという点になると、未だ、

不十分であり、関係者の間にかなりの不満があることが指摘された。 

    具体的には、意見･情報の募集時や意見交換会の際に出された意見が、どの

ように検討、反映されていくのか、その過程が不透明ではないか、また、リ

スクコミュニケーションが関係者に対する単なるガス抜きに使われているの

ではないかとの指摘がされた。 

   

③ リスクコミュニケーションの方法、効率性の改善 

    リスクコミュニケーションの実施にあたり、前提として、専門家とそれ以

外の人との間のリスクに対する意識のズレ、リスクに直面したときの人間の

本能と理性の食い違いを認識することが大事であるとの指摘があった。そし

て、リスクコミュニケーションの対象（相手）が何を知りたがっているのか、

すなわち「相手を知る」「相手から要望を聞く」システムの構築や人材育成の

検討や、伝える情報の質と量（特に、絞りこむことの重要性）、関係者相互の
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アクセスの容易さに関する検討の必要性が指摘された。 

    また、これまで実施したリスクコミュニケーションより導き出された課題、

改善を要する点についての検討にあたっては、国、自治体、業界や消費者の

団体など各方面でのノウハウを活用していくことが提案された。 

 

(2) リスクコミュニケーションの手段ごとの問題点と改善のためのポイント 

 

① 各種の会合、資料の公開 

   各種会合の議事録の公開について、現状は会合後、２～３週間かかってい

るのに対して、一般からは、もっと早く公開してほしいとの要望がある。そ

の一方で、専門委員等からは、議事録のチェックに要する手間の軽減を図る

べきとの指摘がある。現行の速記原稿からチッェクをしていくシステムでは、

現行より公開時期を早めることは困難であるが、平成１８年６月より週一度

発刊されている食品安全委員会の電子メールマガジン「食品安全委員会ｅ－

マガジン」にその週に開催された各種会合の議事概要が掲載されるようにな

ったことにより、ある程度の改善が図られているものと考えられる。 

 

② 意見交換会の開催 

   食品安全基本法施行以後、我が国の食品の安全性に関するリスクコミュニ

ケーションの中心を担ってきている意見交換会については、相当程度の回数

が開催され、関係者の関心の度合いによって全国各地での開催、パネルディ

スカッション方式やラウンドテーブル方式の導入、意見・情報募集期間中の

開催等の工夫がなされ、マスコミ報道等による迅速な情報提供等により、問

題の所在や、各関係者の問題に対する立場や意見、その時点でどのような段

階まで議論が進んでいるのか、その後どのように進んでいくのか等について、

全国の関係者に見えやすくし、各々の対応を考えるための参考となる機能を

果たしてきているものと考えられる。 

しかしながら、リスクコミュニケーションとして、各関係者の間の多方向

の意見・情報の交換を行い、政策決定に反映させていくための機会としては、

以下のような種々の問題点が指摘されている。 

 

ア 主催者側からの一方的な情報提供による評価結果や管理措置の押しつけの

感じがする場合がある。 

 

イ 主催者側からのメッセージの内容の整理が不十分なことから、参加者の議

論がかみ合わない場合がある。 

 

ウ 消費者、食品関連事業者、行政関係者、専門家など関係者が一堂に会する

意義はあるものの、出席者の間で問題に対する知識、関心に相当の差があり、

内容の消化不良や不満がある。（説明や配布資料、会場での議論は、一般消費
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者には難解なことが多いが、専門家や関心の深い関係者には物足りない。） 

 

エ 出席者に偏りがみられる。（同様のテーマでの回数を重ねるごとにリピータ

ーが増える一方で、リスク認知が望まれる一般消費者の出席は少ない。） 

 

オ リスク評価に関する意見交換会では、評価の内容よりは、評価に基づいて

予想される管理措置に対する意見が多い。（評価者は対応できない。） 

 

カ 関係者の代表や学識経験者によるパネルディスカッション方式については、

論点の整理が効率的に行える点で評価されているが、会場参加者の発言時間

が不十分となる等の不満がある。 

 

キ 意見交換会のテーマに関して、関係者の利害が異なることから、複数回開

催しても、同じ主張の繰り返しが目立ち、開催すればするほど関係者間の対

立が深まる場合がある。特に、BSE 問題に関する意見交換会では、米国産牛

肉の輸入の是非を巡り、関係者の立場が固定化しているため、国からの情報

提供のあと、消費者、生産者、流通関係者、外食関係者などの代表が、各々、

従来の主張を繰り返すこととなり、相手の考え方を理解した上で、ではどう

するか等を考えていくための意見交換はできない状況にある。意見交換会に

出席する各団体の代表者もそれぞれの立場を意見交換会の場で変えるわけに

いかず、何度開催しても、対立が深まる印象を与えるだけの体を呈している。 

 

③ 意見・情報の募集 

意見・情報を提出しても、それがどのように議論、反映されたのかがわか

りにくいとの指摘がある。出された意見・情報については、評価や施策が決

定される前に、全て一定の斟酌はされているが、特に、ＢＳＥ関係の意見・

情報の募集のように、寄せられる意見・情報が多数の場合は、主旨が同様な

ものはまとめた形で扱われるため、自分の出した意見と同様な意見がどの程

度出されているのかがわからないとの不満も寄せられている。従って寄せら

れた意見・情報について、趣旨が同様なものをとりまとめて扱う場合には、

同趣旨のものがどの程度寄せられたのかを明示する等の対応が必要と考えら

れる。 

 

④  関係者の情報・意見の交換（国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者、
メディア、学界等） 

関係者との情報・意見の交換については、意見・情報が一方通行になりが

ちであるとの指摘があることから、情報発信におけるメルクマールの周知、

関係者相互間の協力体制を構築するための協議会等の設置が必要と考えられ

る。 

種々のアンケート調査によると、国民の大部分は、食品の安全性に関する
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情報を新聞や放送から得ており、本来の科学的評価や、管理措置、リスクコ

ミュニケーションの結果とは異なった情報が流れ、関係者の間で誤解を生ず

ることのないように、メディア関係者への的確な情報提供や、十分な意見の

交換が重要である。 

 

⑤ ホームページ、電子メール、印刷物等による情報発信 

     各府省のホームページは、使いやすさについても、随時、改善が加えられ

てきているが、今後とも、利用者の意見を聞きつつ、利便性を向上させてい

く必要がある。また、各府省のメールマガジン、印刷物による情報発信も、

随時、充実してきているが、今後とも、読者の構成や反応を見ながら、内容

や発信の頻度等を検討していく必要がある。さらに、海外の関係者よりは、

わが国の食品の安全性確保に関する評価、施策についての最新情報を外国語

で発信してほしいとの要望が寄せられている。わが国は輸入食品への依存が

高く、海外の関係者にもわが国の食品安全関係の評価、施策について広く周

知していくことが重要であり、今後、外国語での情報提供についても、充実

させていく必要がある。 

 

⑥ 電話、ファクス、電子メール等による問い合わせへの対応 

  現在、電話代は相談者の負担となっている「食の安全ダイヤル」について、

フリーダイヤルにして欲しいとの要望がある。しかしながら、通話時間、経

費を節約する観点等から、遠方からの問い合わせには、必要に応じてかけな

おす等の対応が現実的と考えられる。 

 

⑦ 食品安全モニター 

   食品安全モニターについては、現在、大学等で食品に関係の深い学問を修

了していること、食品に関係の深い資格を持っていること又は食品の安全に

関する行政・業務に従事したことがあることを要件としているが、こうした

要件を撤廃し、一般の消費者も応募できるようにすべきとの意見がある。し

かしながら、モニターに意見等を求めるものの中には、専門性の高い内容等

もあり、ただちに一般の消費者へ拡大することは適切ではないと考えられる。 

 

⑧ 調査及び研究 
現在、平成１７年度より開始された「食品健康影響評価技術研究」の一環

として実施されているリスクコミュニケーション関係の研究については、今

後、その成果を活用すべく、適宜、リスクコミュニケーション専門調査会に

おいても内容の報告を求めていく必要がある。 

また、各府省が実施しているリスクコミュニケーション関係の各種の調査

についても、調査結果を広く利活用する観点から、適宜、リスクコミュニケ

ーション専門調査会において内容の報告を求めていく必要がある。 
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⑨ 諸外国との連携 
わが国においては、食品の安全性確保の分野でのリスクコミュニケーショ

ンの歴史は浅く、その改善のためには、今後とも、この分野での経験が豊富

な諸外国との連携を図っていく必要がある。また、食品の安全性についての

考え方は、食文化や制度の違いなどから、国により異なっていることが多い。

このため、特に輸入食品に依存する度合いが高いわが国としては、わが国の

食品の安全性についてのリスク評価や管理措置、関係者の考え方などを諸外

国に積極的に発信していくことはもとより、諸外国の食品の安全性確保に関

する評価、施策や関係者の考え方などの情報を国内の関係者の間で共有した

上で、諸外国の関係者と意見・情報の交換をしていくことが重要と考えられ

る。 

 

⑩ 食育 

    平成１８年６月５日に開催された「食品に関するリスクコミュニケーショ

ン（東京）－リスクコミュニケーションはいかに食育に貢献できるか－」に

おいて、一般に大事な情報、地味な情報はきちんと伝わらない傾向にあり、

解決策として、情報を発信する側には、いわゆる簡素化、簡略化による捨象

した「わかりやすさ」ではなく、評価や管理措置の論理をきちんと説明する

こと。あるいは具体的な数値を出してその数値の意味するところをきちんと

伝えるといった情報の提供方法に工夫が必要であること。また情報を利用す

る側には、情報を読み解く力、情報を使う力を身に付ける訓練が必要である

ことが示唆されている。 

 

(3) リスクコミュニケーションの調査により得られた知見 （表２） 

      食品安全委員会が実施したリスクコミュニケーション関係の調査により、

以下の知見の提供がされた。 

 

① 諸外国におけるリスクコミュニケーションの状況 

ア 欧州における消費者団体の中には、食品の安全性の確保に関して、高い政

策分析能力、科学的専門性を備え、行政機関と協力して政策・企画・立案に

参画している団体が存在している。 

 

イ オランダ、カナダの食品関係のリスクコミュニケーションの特徴として、

参考とすべき点としては、以下が考えられる。 

 ウェブ、メディアを通じて情報提供を行い、ターゲットを絞った形で実
施されている。 

 リスクコミュニケーションの戦略を立てる上で、フォーカスグループ会
議、コンセンサス会議などが背景調査として実施されている。 

 発信した情報がどのように伝えられ、受け止められているかの分析が随
時行われている。 
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 透明性の確保のための措置も、ウェブ上への情報公開やパブリックコメ
ントの実施を通じて行われているが、必ずしも、評価に用いる資料や評

価作業そのものを公開しているわけではない。 

 

② わが国が実施している意見交換会についての予備的な評価作業結果 

 意見交換会の講演者やパネリストにおいては、事前にキー・メッセージ
を特定しておくこと、意見交換会参加者の関心がどこにあるかを踏まえ、

適切な情報の取捨選択を行うこと、穏やかな表情で対応することなどが

必要 

 意見交換会におけるコーディネーターの資質の向上が重要 
 目的やターゲット層を明確にするなど意見交換会の設計の柔軟性が必
要 

 

(4) リスクコミュニケーションの現状と改善のためのアドバイス （表３） 

これまでの議論で出された、リスクコミュニケーションの現状に対する指

摘のアドバイスの視点は、情報交換の双方向性、情報基盤の共有、意見・情

報の交換の効率に大別される。それぞれの視点からの指摘事項／アドバイス

は表３の通りである。食品安全委員会は、リスク評価の役割を担っているが、

当委員会が実施するリスクコミュニケーションにおいて、リスク評価とリス

ク管理の役割を明確に分けて議論、考察することは難しいとの実態も見うけ

られる。とりわけ、消費者にとっては、評価結果が管理措置に反映されるプ

ロセスが見失われがちになり、リスクコミュニケーションが十分行われたと

の評価が得られにくい状況である。リスク評価とリスク管理の分担、調整に

ついても、改善策を考える上で考慮すべき事項と考えられる。 

   情報基盤の共有という点では、特に、その分野の専門家とそれ以外の人との

間に、リスクの捉え方や安全性に対する考え方に違いがある点について、認

識、考慮する必要が示唆されている。意見・情報の交換の効率については、

情報の伝え方だけではなく、消費者の情報の判断力といった、情報の受け手

側にも言及した助言もあった。 

 

５．改善の方向性 

(1)  総論 
 食の安全の関係者が正確にリスクを認知して、他の関係者の立場、考え方

を理解し、今後の進むべき方向について考えることができるようにしていく

ことを目指す。このため、現行のリスクコミュニケーションを改善するため

の目標として、以下を掲げることとする。 

 

① 関係者間の情報基盤の共有をより向上させる。 

② 情報・意見の交換の双方向性をより向上させる。 

③ 情報・意見の交換の効率をより向上させる。 
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(2)  各論 
実行可能で直ちに取り組むべきと考えられる対策として以下を掲げる。 

 

①  関係者間の情報基盤の共有 

ア 内容、対象を絞った意見交換会の実施 

  現在、実施されている意見交換会は、食品の安全性に関心のある関係者が

１００～３００人程度の参加を得て開催されるのが一般的となっているが、

今後も主体となると考えられるが、意見交換の効率を向上させ、より有意義

な意見交換を行うためには、地域、対象、参加人数を絞った形のきめの細か

い意見交換会の開催が必要である。 

  

イ コミュニケーション・ツールの開発 

  リスクコミュニケーションを有意義に進めるには、難解な科学的な議論を

一般にも分かりやすい形とした資料の提供が重要であり、現在提供されてい

る資料は必ずしも十分なものとは言えない。対象を絞り、平易かつ正確性を

失わない資料の作成に務めていく必要がある。 

 

ウ コミュニケーターの養成 

  効果的な意見交換会を実施するには、意見交換に関わる関係者間の意思疎

通を円滑にすることが重要である。このためには、食品のリスクに対する他

の関係者の立場や発想、考え方を理解し十分な意思疎通を図ることができる

消費者、事業者、専門家等各関係者間のコミュニケーターの養成が必要であ

る。 

  具体的には、消費者、事業者など関係者を対象とした、ロールプレイなど

を含むリスク分析関係の研修の実施などを検討する必要がある。 

 

② 情報・意見交換の双方向性の確保 

ア 意見・情報の募集、検討経過の周知と反映 

  リスク評価は公開で議論されているが、意見情報の募集については、評価

結果に資する十分な情報提供をホームページ、メールマガジンに掲載するな

ど周知の徹底が必要である。 

 

イ メディアカバー調査（マスメディア報道とその影響等の分析）の実施 

   双方向の情報・意見交換を実施するためには、評価結果等の情報について、

新聞や放送にどのように報道され、関係者がどのように受け止め、どのよう

な行動をとるかについて把握、分析し、その後の情報発信に資していくこと

が重要である。このため、マスメディア報道とその影響等を分析するメディ

アカバー調査を実施し、調査結果をメディアに提供するなど積極的に活用し

ていく必要がある。 
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③ 情報・意見の交換の効率の向上 

ア メディアトレーニングの実施 

  多くの国民は情報の入手先をマスメディアに依存しているため、情報発信

者は、マスメディアに対して正確で分かりやすい説明を行うことが重要であ

る。このことから、情報の発信者である食品安全委員会委員等を対象に、メ

ディアへの情報の発信方法等を強化するメディアトレーニングの実施を検討

する必要がある。 

 

イ フォーカスグループインタビュー等の実施 

フォーカスグループインタビューは、対象を限定し１０名前後の規模で開

催されるため、対象がどのようにリスクを認知しているか等の確認が可能で

あり、施策実施のための背景情報を得るために有効な手段として欧米諸国で

は広く導入されている。 

また、普段は、食の安全に関して、能動的、積極的な行動をとらない層（サ

イレントマジョリティー）の意見や意識を把握するのにも適しているといわ

れており、リスクコミュニケーション実施のための背景情報を得るために、

フォーカスグループインタビューの積極的な導入について検討する必要があ

る。 

 

  ウ リスクコミュニケーションの評価手法の開発 

情報基盤の共有、情報・意見の交換の双方向性、効率などリスクコミュニ

ケーションの有効性を適切に評価する手法を開発し、随時、リスクコミュニ

ケーションの改善を図っていく必要がある。 

 

６． おわりに 

(1)  本とりまとめは、食品安全行政の改編後３年を経たところでのものであり、

今後とも必要に応じて見直していくべきものである。 

 

(2)  本とりまとめに基づいて、国が実施するリスクコミュニケーションが適切

に改善されるべきである。 

 

(3)  また、各関係者においても、リスクコミュニケーションに積極的かつ建設
的に参画していくよう努力していくべきである。 
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リスクコミュニケーション専門調査会 専門委員及び専門参考人名簿 

 

《 専 門 委 員 》                                                   

 

○ 犬伏 由利子  （消費科学連合会副会長） 

小川  誠一  （東京都福祉保健局健康安全室食品監視課長） 

蒲生  恵美  （目白大学人間社会学部専任講師 ※公募委員） 

 唐木  英明  （東京大学名誉教授） 

神田  敏子  （全国消費者団体連絡会事務局長） 

吉川  肇子  （慶應義塾大学商学部助教授） 

見城 美枝子   （青森大学社会学部教授） 

近藤  康子  （サントリー株式会社お客様コミュニケーション部シニア 

スペシャリスト） 

◎ 関澤   純   （徳島大学総合科学部教授） 

髙橋 久仁子  （群馬大学教育学部教授） 

高浜   彰  （全国漁業協同組合連合会漁政・国際部部長代理） 

千葉  百子  （国際医療福祉大学薬学部教授） 

西片  尚樹  （株式会社主婦と生活社編集第４部 

別冊『すてきな奥さん』編集長） 

福田  久子  （主婦 ※公募委員） 

三牧  国昭  （株式会社すかいらーく総合品質保証部長） 

山本  茂貴  （国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長） 

 

《 専 門 参 考 人 》 

 

川田  善朗  （全国グラビア協同組合連合会会長） 

久保  直幸  （ＵＩゼンセン同盟常任中央執行委員） 

中村  雅美  （日本経済新聞社科学技術部編集委員） 

 

 

◎印は座長、○印は座長代理を示す 

 

   ※５０音順、敬称略 

 



　（表１）

発表者 報告・指摘事項
議論の内容(今後のリスコミのために取

組むべき方向性など）

・情報を絞り込み削っていくことが肝
心。

・情報を理解しやすく絞ることと、本質を
伝えることを両立するための方法の検
討・納得できるまで何度でも書き直し、作

り直しをすることが大事。
・専門的な情報を平易かつ短時間に伝え
るための専門性、技術が必要。（７分間
が限度。オーバーフローに要注意）

・誰に伝えたいのかターゲットを考えて
制作することが重要。

・あらかじめ概念のない人に説明を試み
て効果を見ることも重要。

・フードファディズムをなくしていことが
重要。

・メディアリテラシーの涵養

・ステイクホルダー間で、情報を共有
することが重要。

・良い情報、信頼性のある情報の伝達方
法の検討。

・危害要因を含む食品の危険性は量
で決まるという考え方が整理されてい
ないのが現状。

・用量-反応関係など量の概念について
消費者理解を深めることが必要。（リスク
リテラシー）

・学校教育における食の安全性教育、食
育の機会を重視すべき。

・ネガティブな情報を伝えないのでは
なく、「お客様が知りたいことに応えて
いく」という姿勢をアピール。

・消費者の安全意識と関連づけて「デメ
リット情報」を具体的に伝えることのメリッ
トを明確にすべき。

・Ｒｉｓｋ　Ｆｉｎｄｉｎｇの能力をつけること
が必要。

・消費者の情報の判断力を強化するため
の取組みが重要。

・データをできるだけ早く、広く、わかり
やすい言葉で公表する必要があるの
ではないか。

・科学者、専門家に日常の生活者の視
点をインプットすることが必要。

・リスクコミュニケーションのサイズ、場
所、対象を工夫し一般消費者と接する
場をもってほしい。

・すべて国主催とするのではなく、消費者
センター、コミュニティセンター、大学祭な
どとの連携を検討すべき。

・購買管理規定と食品衛生定量管理
により、提供する商品の安全性を確
保。

・事業者と消費者の健全な緊張関係の
構築

・食品衛生問題は起こりうるものだと
認識すべき。その上で、被害者救済、
被害拡散防止、原因究明、再発防止
の対応

・安全基準等の国内外差異について考
えてみることも重要。

・ステイクホルダーの利害がからんで、
それぞれの立場の意見を検証するこ
とが難しいのではないか。

・企業は消費者団体のHPも活用も検討
してもいいのではないか。

・今後発生するであろう食の問題の開
示、ガイドラインの作成など基本的対
応を示して欲しい。

これまでの発表とリスクコミュニケーション専門調査会での議論

ＮＨＫ番組制作局
「週刊こどもニュー
ス」チーフプロデュー
サー田熊邦光氏
(H17.7.4）

サントリー株式会社
お客様コミュニケー
ション部シニアスペ
シャリスト　　近藤康
子氏（H17.8.31）

群馬大学教育学部
高橋久仁子氏
（H17.8.1)

株式会社すかいらー
くグループ総合品質
保証部長　三牧国
昭氏　（H17.8.31)



・丁寧な説明なしに情報だけが伝えら
れていることにより、不安が増大する。

・「不安を増大させる事柄」の要素を分析
した上で対応法を考えていくべき。

・利害関係者の率直な思いに基づいて
話し合いができれば、納得につなが
る。

・食育においては、リスクの判断力を養う
ことが重要。家庭科教育との連携が必
要。

・生半可な知識で変な推測をすること
のないよう判断力を養う教育が必要。

・事業者は、消費者の声を単なるクレー
ムとしてではなく、事業者にとってもプラ
スになる情報として取り上げていこうとす
る機運をさらに高めていくべき。

・政策作りの過程にステイクホルダー
の参画が必要である。

・リスク管理とリスク評価の役割に関する
説明の方法を考えるべき。

・消費者の意見が政策決定にどのよう
に反映されたのかが不明確である。

・参加型リスクコミュニケーションへの参
加の保証が確保されるべき。

・情報の裏付け、根拠、理由を示すべ
き。

・具体的な生活の題材を取りあげた教育
が必要。

・「消費者力」アップが必要。 ・昨年のメチル水銀の時のようにリスクと
魚食のメリットを分かりやすく伝えていく
ことが重要。

・選択力、判断力をつけることに役立
つ内容・方法を求めたい。（食育）

・食べる機会をとらえての情報提供が
重要。（食育）

・我が国漁業では、売り手市場から買
い手市場へとの市場の変化とともに、
品質管理、衛生管理の考え方が変化
している。

・「買い手」「消費者」の要望を聞くシステ
ムが必要。

・正確にスピーディに情報を公開し、具
体的な改善結果を伝えることが重要。

・生産者からの情報提供の必要性、方法

・昨年のメチル水銀のリスクコミュニ
ケーションは漁業側からも評価でき
る。

・いわゆる「風評被害」の影響と予防に関
する検討が必要。

・生産者と農協の情報・意見の交換が
必要かつ密になってきている。農家も
栽培履歴の重要性は認識している。

・「意図しない混入」の許容範囲に関して
生産者、流通関係者、消費者間の議論
と検討が重要。

・国民運動としての食育の推進が必
要。（食育）

・都道府県、市町村の取組に温度差
がないようにすべき。（食育）

・高齢者の知恵の活用（食育）

・「五健」（土、農、食、人、国の順に健
やかになると考えること）の認識が重
要。

全国消費者団体連
絡会事務局長
　神田敏子氏
（H17.9.13)

消費科学連合会
副会長犬伏由利子
氏（H17.9.13)

全国漁業協同組合
連合会常務理事
　新蔵敏彦氏
（H17.9.27)

農業
　門傳英慈氏
（H17.9.27）



・自治体では、地域の事業者、住民と
一体協力が必要。食品安全情報評価
委員会、食の安全都民フォーラム、HP
を運営している。

・関係者からの情報を収集するシステム
が必要。

・大消費地としての特性を踏まえた自
主回収報告制度等を実施している。

・直接、住民と接する機会の多い自治体
への情報提供、自治体のリスクコミュニ
ケーション担当者の養成が重要。

・視覚に訴える情報提供など、曖昧で
なくはっきりと伝えることが重要。

・都のネットフォーラムなどインターネット
を利用したリスクコミュニケーションにつ
いて国も可能性を検討すべき。

・国は企画段階から戦略的に結果を見
通しながら全体像を把握出来る人を養
成すべき。

・ステイクホルダーへの情報提供につい
て、国と地方との役割分担についての検
討が必要。

・国は意見交換会など自治体と共同開
催する等の連携を図るべき。

・国は国民の受け止め方に関する情
報の定期的に把握し公表すべき。

・熊本県食の安全対策会議を設置し、
各部局の連携を強化。くまもと食の安
全県民会議を運営。

・地域に合ったコミュニケーションツール
作成を支援すべき。

・Q&A、食育ドリル等のコミュニケー
ションツールを工夫している。

・県民会議等で出された意見・情報の中
で、国や他県にも伝える必要のあるもの
を流通させる仕組みが必要。

・食の安全安心市町村ネットワークに
より、県より直接地情報伝達。地域単
位のフォーラムも開催。

・地域で出された意見等が地域の政策に
どのように反映されているか、国も情報
収集し、結果を周知することを検討すべ
き。

・九州・山口地域食の安全安心行政
ネットワークにより、各県間の情報伝
達・共有を促進。

・ポジティブリスト制の導入を控え、検
査体制とその結果の迅速な公表体制
を整備中。

・コミュニケーションの計画をたてる際
には、コミュニケーションの相手につい
て、何を知っていて、何を知らないの
か、関心の程度などを知らなければ、
効果的に推進できない。基礎情報が
ない状態で、思いこみで進めると失敗
する。

・コミュニケーション計画をたてる上で、
基礎的情報（社会調査（アンケート調査、
フォーカスグループインタビューなど）に
よるデータ）の収集が必要。

・食品については、他の科学技術に比
べて、リスクが低いとの認識である
が、一方で、ベネフィット情報には非常
に敏感であるということも知られてい

・政府が出した情報について、情報提供
の前後で、その認知率のチェックなどを
してはどうか。

・情報を絞り込み削っていくことが肝
心。控えめに伝えることにより、伝える
べき人に情報が伝わっていない可能
性がある。また、予想外の推論を招く
ことも懸念される。

・不確実性が伴うリスクについて、その
範囲（定量可能なものに限定、可能で
なくても広義として取り扱うなど）をめぐ
り、コミュニケーション上の食い違いが
見うけられる。

熊本県環境生活部
食の安全・消費生活
課課長補佐
　成尾雅貴氏
（H17.10.17)

東京都福祉健康局
健康安全室食品監
視指導課長
　小川誠一氏
（H17.10.17）

慶應義塾大学商学
部助教授
吉川肇子氏
（H18.3.20）



・科学的と言えども、政治的、社会的
な判断の排除は不可能という立場もあ
る。

・生活している環境の中で採れたもの
を食べていても、健康被害を起こすこ
とがある。（例：水俣病、イタイイタイ病
など）

・食の安全、健康につながる施策のため
には、食品そのものだけではなく、環境、
栄養など、広い分野にわたる整備が必
要である。

・「健康影響評価」「食品の安全性」と
言った場合には、有害物質に関する評
価をイメージしがちだが、健康影響に
は、必須成分の欠乏ということもある。
これらについての評価のあり方も今後
の課題である。

・国から提供する情報が、人々に印象的
に伝わるような工夫を考えてはどうか。
（特に、優位性を強調した宣伝等との比
較において）

・情報伝達に必要な要件として、事
実、タイミング、方法が挙げられる。こ
れらのうち、どれかがゼロになれば、
すべてゼロになる。

・消費者が自分なりの基準で責任を持っ
て、選択できるよう、そのために必要な
情報について聞かれたら、応えられるよ
うに、情報公開をすべき。

・正しいコミュニケーションのために
は、情報の透明性、公平性、アクセス
の容易さが重要である。アクセスの容
易さは特に重要。

・メディア、専門家、市民の考え方にはズ
レがあると思われる。照合する機会を設
けてはどうか。たとえば、マスコミの報道
の仕方と消費者の反応について、照合、
分析してはどうか。

・情報に対するミスリードを防ぐために
も、発言、情報が個人的なものなの
か、科学界で一般的なものなのかを峻
別する必要がある。
・「市民は科学的な情報は理解できな
い」ということではない。きちんと伝える
姿勢が大切。
・リスクの捉え方、説明に際して、「家
族に説明できるかどうか」は、大切な
要件。

・専門家と非専門家の意識のズレ（専
門家は確率で考える、過小評価しが
ち。非専門家は、自分中心に考える傾
向にある。

・リスク対策には、科学の不確実性を
考慮した安全対策（健康対策）と、心
理の領域である安心対策（売上げ対
策）がある。

・専門家とそうではない人との間で、リス
クに対する認識に違いがあり、それが、
疑問や不信感につながっているのでは
ないか。

・人間は、白黒判断で危険から逃れる
本能と、リスクを評価する理性を持ち
合わせているが、自分で判断するよ
り、信頼できる人やみんなが言うこと、
とくにメディアを信じる傾向がある。

・同じリスクに対しても、人の価値判断は
状況によって変わる。とくに科学的推論
の不確実性が議論になることが多い。

・受け入れやすいのは、よく知っている
リスク、自分にメリットがある場合、リス
ク管理者を信頼しているとき。

・消費者の自立のために必要なことは何
か。

・食の安全には、ゼロリスクの個人的
願望（理想）とリスク受入れの社会的
規制（現実論）のバランスが重要。

・消費者団体が担う役割とは何か。

・理想と現実を近づけて不安を小さくす
るために、信頼できる人（組織）が正し
い情報を伝えることが重要。

・理想論の立場からの理想と現実の調
停を消費者団体に期待する。

順天堂大学医学部
衛生学教室助教授
千葉百子氏
（H18.3.20）

東京大学名誉教授
唐木英明氏
（H18.4.25）

日本経済新聞科学
技術部編集委員
中村雅美氏
（H18.3.20)



・食の安全への関与は、「利害関係
者」ではなく「利害共有者」の立場であ
るべき。
・実りある話し合いのための客観的基
準として科学が有用。個人差が大きい
感情や道徳観は基準となりにくい。

・「リスクマネージャーとリスクアセッ
サー」「リスクアセッサーと消費者」「リ
スクマネージャーと消費者」のコミュニ
ケーションを深めることが重要。

・リスクアセッサーとリスクマネージャーと
のコミュニケーションの過程すべてをオー
プンにするべきかどうか。結果を公開し
ていくことが重要なのではないか。

・リスク評価の結果、特に量的な概念
の取扱いの表現が難しい。

・科学的なリスク評価にコスト、ベネフィッ
ト、パフォーマンスの概念を入れるべき
かどうか。

・消費者や業界からの情報収集など、
リスク評価に影響を与えるような情報
の交換を効率的に行う仕組みが不十
分ではないか。

・リスク評価とリスク管理の役割をはっき
りと分けてしまうとコミュニケーションの壁
が高くなり、意図の食い違い、誤解が生
まれるのではないか。

・リスク管理の効果の検証も重要。

・リスクコミュニケーションの実施に際
し、ステイクホルダーとの情報交換が
必要だが、同じ場所、同じスタイルで
実施すべきかどうか、疑問である。

・リスクコミュニケーションでは、伝える
情報の内容（管理措置や評価の結果
がどの程度の効力があるのか）、時
期、規模を検討する必要がある。

・諸外国と我が国との対策が異なる場合
に、「管理の同等性」と「食品そのものの
安全性の同等性」のいずれを評価するこ
とが妥当なのか。

・情報の伝え方として、専門的な言葉
を一般的な言葉に直して伝えるテク
ニックも必要。

・リスクアセッサーとマネージャーとし
て、省庁間をコーディネートする人材、
システムが必要。

・リスク評価には、データの収集など、リ
スク管理機関との連携が必要な場合も
ある。このようなコミュニケーションもとっ
ていることをオープンにしていくべき。

国立医薬品食品衛
生研究所食品衛生
管理部長
山本茂貴氏
（H18.4.25)



（表２）
平成17年度 食品の安全性に係るリスクコミュニケーションに関する調査

内容
欧州（オランダ、ベルギー、ドイツ、イギリス）において消費者団体等を対象に組織概要、体制、リスク
コミュニケーションへの取組等を把握するためのヒアリング調査

結果

・高い政策分析能力、科学的専門性を備え、行政機関と協力して政策・企画・立案に参画している団体が存在
　
・消費者のリスク認知を高めるための多彩な職員研修プログラムを提供

・食品に対する関心は「安全」から「栄養・健康」に移っていく傾向

内容
各国の食品安全に係るリスクコミュニケーションの現状や課題についての意見交換を目的にオランダ、カ
ナダからリスクコミュニケーションの実務経験を有する有識者を招き、国際ワークショップを開催

結果

・ターゲットを絞ったリスクコミュニケーションの必要性を強調

・消費者は批判する立場から意見を述べる立場へ

・リスクコミュニケーション戦略を立てる上で、フォーカスグループ会議、コンセンサス会議などの有効
性を指摘

・消費者のリスク水準の許容度はハザードごとに違いがあり、リスク許容度の低いものについては意見の
聴取を重視すべき

・コミュニケーターの養成、メディアトレーニング、メディアカバー調査の有効性を指摘

・「公開」が必ずしも「透明性」を確保するものではないのではないかとの指摘

内容

・「食品に関する風評被害の原因究明と防止」に関する調査として、鳥インフルエンザを対象に社会的影
響の定量化や、メディア・カバー（マスメディア報道とその影響）の分析

・「食品に関するリスクコミュニケーションの評価、効果の測定・判定」に関する調査として、フォーカ
スグループ調査を実施

結果

・各地域におけるリスク発生状況や行政や発生主体によるその後の対応の差異がメディアを通じた伝搬に
より、鶏肉等の消費にも影響を与えたことなどを推察

・消費者は情報の出所が明らかで整合のとれた情報が迅速に報道されることを望んでいること、リスク発
生時においては、科学者（リスク評価の専門家）によるコミュニケーションを望むことなどを示唆

内容
・意見交換会評価検討委員会を設置し、リスクコミュニケーションの視点に基づく、評価項目等の検討

・実際の意見交換会の評価を行い、意見交換会の実施方法の改善に向けた提言のとりまとめ

結果

・意見交換会の講演者やパネリストにおいては、事前にキー・メッセージを特定しておくこと、意見交換
会参加者の関心がどこにあるかを踏まえ、適切な情報の取捨選択を行うこと、穏やかな表情で対応するこ
となどが必要

・意見交換会におけるコーディネーターの資質の向上が重要

・目的やターゲット層を明確にするなど意見交換会の設計の柔軟性が必要

内容
食品リスクに対する消費者意識やリスクコミュニケーションの効果を短期間で的確に把握するため、国民
の関心の高い課題や食品健康影響評価を行った個別テーマに関するインターネットアンケート調査

結果
リスク評価について認知している人は少数にとどまること、食品安全情報を入手する媒体としては、マス
コミ（新聞・雑誌・テレビ・ラジオ）が多数を占めることなどを示唆

１．諸外国におけるリスクコミュニケーション事例に関する調査
（１）諸外国におけるヒアリング調査

４．消費者の意識調査

（２）リスクコミュニケーション担当者による国際ワークショップ

２．リスクコミュニケーション技術等に関する調査

３．食品安全委員会が実施する意見交換会の評価



視点 発表者 指摘事項／アドバイス

神田

・消費者の意見が政策決定にどのように反映されたのかが不明確

・政策作りの過程にステイクホルダーの参画が必要

吉川

・相手の認知度や関心の程度を知らずして、効果的なコミュニケーション推進はできな
い（基礎情報がない状態で、思いこみで進めると失敗する）

・情報を絞り込み削っていくことが肝心

・控えめな情報伝達は、伝えるべき人に情報が伝わっていない可能性があり、予想外の
推論を招くことの懸念あり

山本

・消費者や業界からの情報収集など、リスク評価に影響を与えるような情報の交換を効
率的に行う仕組みが不十分ではないか

・「リスクマネージャーとリスクアセッサー」「リスクアセッサーと消費者」「リスク
マネージャーと消費者」のコミュニケーションを深めることが重要

小川
・国は国民の受け止め方に関する情報の定期的に把握し公表すべき

中村

・情報伝達に必要な要件である、事実、タイミング、方法のうち、どれかがゼロになれ
ば、すべてゼロになる

・正しいコミュニケーションのためには、情報の透明性、公平性、特にアクセスの容易
さが重要

門傳
国民運動としての食育の推進が必要（食育）

議論

・参加型リスクコミュニケーションへの参加の保証が確保されるべき

・｢意図しない混入｣の許容範囲に関して生産者・流通関係者・消費者間の議論と検討が
重要

・リスク評価とリスク管理の役割をはっきりと分けた場合、コミュニケーションの壁が
高くなり、意図の食い違い、誤解が生まれる恐れ

・リスク評価には、データ収集など、リスク管理機関との連携が必要な場合もあり、コ
ミュニケーションをとっていることをオープンにしていくべき

三牧

・ステイクホルダーの利害がからむとそれぞれの立場の意見を検証することが難しくな
る

・今後発生するであろう食の問題の開示、ガイドラインの作成など基本的対応を要望

吉川

・不確実性が伴うリスクについて、その範囲（定量可能なものに限定、可能でなくても
広義として取り扱うなど）をめぐり、コミュニケーション上の食い違いあり

・科学的と言えども、政治的、社会的な判断の排除は不可能という立場

高橋

・フードファディズムをなくしていことが重要

・ステイクホルダー間で、情報を共有することが重要

・危害要因を含む食品の危険性は量で決まるという考え方が整理されていないのが現状

リスクコミュニケーションの現状と改善のためのアドバイス

双
方
向
性

情
報
基
盤
の
共
有

（表３）



視点 発表者 指摘事項／アドバイス

田熊

・情報を絞り込み削っていくことが肝心

・納得できるまで何度でも書き直し、作り直しをすることが大事

・誰に伝えたいのかターゲットを考えて制作することが重要

神田

・情報の裏付け、根拠、理由を示すべき

・選択力、判断力をつけることに役立つ内容・方法を要望（食育）

・食べる機会をとらえての情報提供が重要（食育）

・「消費者力」アップが必要

中村

・情報に対するミスリードを防ぐために、発言・情報が個人的なものなのか、科学界で
一般的なものなのかを峻別する必要あり

・市民は科学的な情報は理解できないことはなく、きちんと伝える姿勢が大切

・リスクの捉え方・説明に際し、「家族に説明できるかどうか」は、大切な要件

・専門家と非専門家の意識のズレ（専門家は確率で考え、過小評価しがち。非専門家
は、自分中心に考える傾向あり）

山本

・リスク評価の結果、特に量的な概念の取扱いの表現が困難

・リスク管理の効果の検証も重要

千葉

・生活している環境の中で採れたものを食べていても、健康被害を起こすことあり
（例：水俣病、イタイイタイ病など）

・「健康影響評価」「食品の安全性」からは、有害物質に関する評価をイメージしがち
だが、必須成分の欠乏による健康影響についての評価のあり方も今後の課題

犬伏

・丁寧な説明のない情報だけによる伝播により、不安が増大

・利害関係者の率直な思いに基づいて話し合いができれば、納得につながる

・生半可な知識で変な推測をすることのないよう判断力を養う教育が必要

新蔵
・正確にスピーディに情報を公開し、具体的な改善結果を伝えることが重要

小川
・国は企画段階から戦略的に結果を見通しながら全体像を把握出来る人を養成すべき

 
 
情
報
基
盤
の
共
有



視点 発表者 指摘事項／アドバイス
・メディアリテラシーの涵養

・良い情報、信頼性ある情報伝達方法の検討

・用量-反応関係など量の概念について消費者理解を深めることが必要（リスクリテラ
シー）

・事業者と消費者の健全な緊張関係の構築が必要
・安全基準等の国内外差異について考えてみることが重要

・企業は消費者団体のHPの活用も検討してもよい

・昨年のメチル水銀の時のようにリスクと魚食のメリットを分かりやすく伝えていくこ
とが重要

・いわゆる「風評被害」の影響と予防に関する検討が必要

・学校教育における食の安全性教育、食育の機会を重視すべき

・食育にては、リスクの判断力を養うことが重要。家庭科教育との連携が必要

・「不安を増大させる事柄」の要素を分析した上で対応法を考えていくべき

・リスク管理とリスク評価の役割に関する説明の方法を考えるべき
・具体的な生活の題材を取りあげた教育が必要

・「買い手」「消費者」の要望を聞くシステムが必要
・関係者からの情報を収集するシステムが必要

・直接、住民と接する機会の多い自治体への情報提供、自治体のリスクコミュニケー
ション担当者の養成が重要

・コミュニケーション計画をたてる上で、基礎的情報（社会調査（アンケート調査、
フォーカスグループインタビューなど）によるデータ）の収集が必要

近藤

・ネガティブな情報を伝えないのではなく、「お客様が知りたいことに応えていく」と
いう姿勢をアピール

・Ｒｉｓｋ　Ｆｉｎｄｉｎｇの能力をつけることが必要

・データをできるだけ早く、広く、わかりやすい言葉で公表することが必要

・リスクコミュニケーションのサイズ、場所、対象を工夫した一般消費者と接する場

小川

・視覚に訴える情報提供など、曖昧でなくはっきりと伝えることが重要

・国は意見交換会など自治体と共同開催する等の連携を図るべき

成尾
熊本県では、Q&A、食育ドリル等のコミュニケーションツールを工夫している

議論

意
見
・
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視点 発表者 指摘事項／アドバイス

山本

・リスクコミュニケーションの実施に際し、ステイクホルダーとの情報交換が必要だ
が、同じ場所、同じスタイルで実施すべきかどうか疑問

・リスクコミュニケーションでは、伝える情報の内容（管理措置や評価の結果がどの程
度の効力があるのか）、時期、規模を検討する必要あり

・情報の伝え方として、専門的な言葉を一般的な言葉に直して伝えるテクニックも必要

・リスクアセッサーとマネージャーとして、省庁間をコーディネートする人材、システ
ムが必要

唐木

・リスク対策には、科学の不確実性を考慮した安全対策(健康対策)と、心理の領域であ
る安心対策(売上げ対策)あり

・人間は、白黒判断で危険から逃れる本能と、リスクを評価する理性を持ち合わせてい
るが、自分で判断するより、信頼できる人やみんなが言うこと、とくにメディアを信じ
る傾向あり

・受け入れやすいのは、よく知っているリスク、自分にメリットがある場合、リスク管
理者を信頼しているとき

・食の安全には、ゼロリスクの個人的願望（理想）とリスク受入れの社会的規制（現実
論）のバランスが重要

・理想と現実を近づけて不安を小さくするために、信頼できる人（組織）が正しい情報
を伝えることが重要

・理想論の立場からの理想と現実の調停を消費者団体に期待

・食の安全への関与は、「利害関係者」ではなく「利害共有者」の立場であるべき

・実りある話し合いのための客観的基準として科学が有用。個人差が大きい感情や道徳
観は基準となりにくい。

意
見
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視点 発表者 指摘事項／アドバイス
・消費者の安全意識と関連づけて「デメリット情報」を具体的に伝えることのメリット
を明確にすべき

・消費者の情報の判断力を強化するための取組みが重要

・科学者、専門家に日常の生活者の視点をインプットすることが必要

・すべて国主催とするのではなく、消費者センター、コミュニティセンター、大学祭な
どとの連携を検討すべき

・事業者は、消費者の声を単なるクレームとしてではなく、事業者にとってもプラスに
なる情報として取り上げていこうとする機運をさらに高めていくべき

・都のネットフォーラムなどインターネットを利用したリスクコミュニケーションにつ
いて国も可能性を検討すべき

・ステイクホルダーへの情報提供について、国と地方との役割分担についての検討が必
要

・地域に合ったコミュニケーションツール作成を支援すべき

・県民会議等で出された意見・情報の中で、国や他県にも伝える必要のあるものを流通
させる仕組みが必要

・地域で出された意見等が地域の政策にどのように反映されているか、国も情報収集
し、結果を周知することを検討すべき

・情報を理解しやすく絞ることと、本質を伝えることを両立するための方法の検討

・専門的な情報を平易かつ短時間に伝えるための専門性、技術が必要（７分間が限度。
オーバーフローに要注意）

・あらかじめ概念のない人に説明を試みて効果を見ることも重要

・消費者が自分なりの基準で責任を持って、選択できるよう、そのために必要な情報に
ついて聞かれたら、応えられるように、情報公開すべき

・メディア、専門家、市民の考え方にはズレがあるので、照合する機会を設けてはどう
か（マスコミの報道の仕方と消費者の反応など）

・リスクアセッサーとリスクマネージャーとのコミュニケーションの過程すべてをオー
プンにするべきか懸念（結果を公開していくことが重要）

・科学的なリスク評価にコスト、ベネフィット、パフォーマンスの概念を入れるべきか
懸念

・専門家とそうではない人との間で、リスクに対する認識に違いがあり、それが、疑問
や不信感につながっているのではないか

意
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視点 発表者 指摘事項／アドバイス

意
見
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情
報
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議論

・同じリスクに対しても、人の価値判断は状況によって変わる。とくに科学的推論の不
確実性が議論になることが多い

・消費者の自立のために必要なことは何か

・消費者団体が担う役割とは何か

・諸外国と我が国との対策が異なる場合に、「管理の同等性」と「食品そのものの安全
性の同等性」のいずれを評価することが妥当なのか

・食の安全、健康につながる施策のためには、食品そのものだけではなく、環境、栄養
など、広い分野にわたる整備が必要

・国から提供する情報が、人々に印象的に伝わるような工夫を考えてはどうか（特に、
優位性を強調した宣伝等との比較において）

・政府が出した情報について、情報提供の前後で、その認知率のチェックなどをしては
どうか



（参考１）

 

 

リスクコミュニケーション専門調査会に当面調査審議を求める事項 

（平成１７年７月２８日内閣府食品安全委員会決定） 

                  

 

現在、別紙「リスクコミュニケーション専門調査会に当面調査審議を求める

事項（平成１６年８月２６日内閣府食品安全委員会決定）」について、リスクコ

ミュニケーション専門調査会において調査審議中であるが、食育基本法が平成

１７年７月１５日に施行されたことを踏まえ、食品安全委員会専門調査会運営

規程第３条第２項に基づき、リスクコミュニケーション専門調査会に対し、当

面、以下の事項について調査審議を求める。 

 

 

○ 食育基本法を踏まえ、食育の推進に貢献するための食品安全委員会の役割、

具体的には、食品の安全性に係る情報提供の在り方や意見交換の推進方策に

ついて議論し、意見を取りまとめる。 

 

 

 



（別紙）

リスクコミュニケーション専門調査会に当面調査審議を求める事項

（平成１６年８月２６日内閣府食品安全委員会決定）

食品安全委員会専門調査会運営規程第３条第２項において 「リスクコミュニケーショ、

ン専門調査会は、委員会が行うリスクコミュニケーション及び関係行政機関が行うリス

クコミュニケーションの調整に関する事項について調査審議する」こととされている。

この規定に基づき、リスクコミュニケーション専門調査会に対し、当面、以下の事項

について調査審議を求める。

○ 「食の安全に関するリスクコミュニケーションの現状と課題」において今後の取組

みと活動の方向として以下の諸課題が掲げられていることを踏まえ、効果的なリスク

コミュニケーションの推進を図るための手法の開発等について議論し、意見を取りま

とめる。

・ 食品安全委員会、関係行政機関が行うリスクコミュニケーションへの助言

・ 種々の意見交換会等へのリスクコミュニケーション専門調査会メンバーの積極的

参加

・ 行政、食品関連事業者、消費者、メディア、教育関係者などの関係者等と随時、

直接、意見交換を実施

、 （ 、・ 関係する専門調査会等と連携して 関係者の間で意見の違いが大きい案件 農薬

添加物、遺伝子組換え食品など、安全性について関係者の認知ギャップの大きい分

野を含む 、関係者の間で理解が不足している案件等についてのリスクコミュニケー）

ションを計画的に実施

・ 迅速かつ効果的なコミュニケーションを行うためのシステムの開発

・ いわゆる「風評被害」の原因究明と防止の方法の開発

・ 国際的なリスクコミュニケーションの推進



 
 

平成１５年７月以降のリスクコミュニケーション実施状況 

 

平成１８年３月３１日現在調べ 

案   件 コメント 

（１）各種会合、資料の公開 委員会・専門調査会の原則公開。配布資料及

び議事録等のホームページへの掲載。 
（２）意見交換会等の開催 ２１９回（関係省・自治体等との連携） 
（３）意見・情報の募集（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ） １２４回 
（４）関係者との情報・意見の交換 ２１回（消費者団体、食品関連事業者、地方

公共団体等と委員との意見交換） 
（５）情報発信 ホームページ、パンフレット、季刊誌『食品

安全』（現在第８号） 
（６）問い合わせへの対応 ２０００件（食の安全ダイヤル） 
（７）食品安全モニター ２７回（食品安全モニター会議開催） 

１７００件（食品安全モニターからの報告）

（８）調査研究 平成１５年度）効果的な手法開発の検討材料

として、国内の食品分野・原子力分野、イタ

リアでの食品分野について事例比較分析 
平成１６年度）手法策定の検討材料として、

国際ワークショップ、効果・検証（意見交換

会のアンケート企画、消費者行動に関するア

ンケート・定量分析） 
平成１７年度）諸外国におけるリスクコミュ

ニケーション事例に関する調査、リスクコミ

ュニケーション技術等に関する調査、意見交

換会の評価、消費者の意識調査 
（９）諸外国との連携 １１回（外国からの有識者を招聘し、意見交

換会を開催） 
（１０）食育 平成１８年１月、「ニッポン食育フェア」に内

閣府と合同ブース出展 
 

（参考２）




